
ノr/ぢ/Jl記

第 1号 様式 (第11条、第13条、第14条関係)

京都府相楽郡木津町大争加1木小学大徳50番地

事 業 者 排 出 量 削 減 計 画 書 《塑 勇 ` 変 更)

磯欠F「l子工業株式会社 京 都工場
代表rx締役社長 壊 矢宗孝

0774     -

と 1弦 当する口には、 レ印を記入してください。毎定事夫を以外で自主参加される事業争の方は、レ印の最八!i不要です。
2 1基 準年度1と は所頭郷 8の前年度を、 「F標年度Jと は 卜ヽ面幼市の北蕉年度といいます。
3 f事 業所争排出E分 Jと は、京都市内の事業所年の事業活動のためのエネルギーの使りJにやい■生する退室期外ガスを、 「輸送車両排山区分J

とは 自 動車逆送芋弟をについては低用の本紙の位置を束部市内とする車両の排出する遺宮//J来〃スを、狭道事業者についてli保有する貨物,
FH3叉は派を■高の排出する退宣71Jメガスを、 「その地排出区力Jと は 上 E以 外の京都rr内における事繁所学の若受活めにや,い発生する通堂幼
央メスをいいます。

4「 特紀再環」には 平 成 2年 ,(1990年 度)を 基準とした排tt2昼の対比やエネルギー反対■COリ ト出薫 省 エネ製品開発なと他材の温笙
効果〃ス排出削減への貫は、グリーン親達の拝用、けたフロンなどの去例指定外の還宝741」共/1スの削減などを記入してくださOL

特定事業者の

主たる業種

ガラスびん製造業

該当する専葉
者要件

げ
昼腎響普欝爛 母

則第10条第1号該当事業者 (大規模エネルギー使用事業者 (原満に次

「 京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第2号又は第3号該当事業者 (大規模運送事業者 (トラック
又はバス100台以上/タ クシー150台以上/鉄 道車両150両以土)

「 京都府地球温暖化対策条例施行規則第 10条 第4号 該当事業者 (その他の温室効果ガスの大規模排出
_車 業者 (手酸化炭素に換算して3,000卜/以 上))

計 画  "1 間 平成  18 年  4 月 平成 20 年   3  月

基 本 方 α 15列学生産で資源保護。合員参加の環境マネジメン トシステムの構築

推 進 体 持」社長を本言い長 とする地球温暖化対策本部の設置

年買 ごとの具
体的な取組及
び措償

可  ″

lS-19 溶押工程
″オコbネ″に人つたり ヤヽ匹Z↓十班"協 すた,、 原日立|=上舟限lHlにあるか,健●母ア邸こ'下首石面歴
の積Tイイカはかり 拙 H敏 力 1%部 静

18-】9 徐冷工程 製品に応じた作冷温14の道エイとにより」卜出量2%営 り泌

温営効果ガス

の排出曇等 排出区分
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(■酸イし皮表張第 く1))

ヨ棟牛 反 (討四,
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排出合計 ・)   /ク '7夕        t Ⅲ2  /ク 忠γ2     t 'コ %

その他の地球
温暖化対策に
よる温室効果
ガスの削減量
等

対策等の区分
H標 年度 (計画)

(二熙化尿秀躍鼻 (1

森林の保全及び整備 く整備面積) て,場t収量) t
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